
認知症対策新大綱   
政府は 2019 年 6 月 18 日、認知症対策を強化するため、2025 年までの施策を盛り込んだ新た

な大綱を関係閣僚会議で決定した。なお、「70 代で認知症の人の割合を 10 年間で 1 割減らす」

という数値目標を取りやめた。 

 

団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 25 年には、認知症の人は約 730 万人に達し、高齢者の 5

人に 1 人となる見込み。 

 
 

大綱では、認知症を「誰もがなりうる」として、予防については「認知症にならない」ではな

く「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」と定義。今後、認知

症の発症や進行の仕組みを解明するため科学的な証拠を収集し、予防・診断・治療法の研究開

発を進める。 

 



認知症を巡っては、(1)運動不足の改善(2)糖尿病や高血圧など生活習慣病の予防(3)社会参加に

よる社会的孤立の解消や役割の保持――などが予防に役立つ可能性を示唆されている。 

 

 
 

大綱は高齢者が集える公民館などの「通いの場」の拡充を重要政策の一つに位置付けた。65 歳

以上の高齢者の参加率を 4.9%（17 年度）から 8%程度に増やすことを盛り込んだ。これまでも

交付金などで整備してきたが低迷しているため、市区町村向けに国が手引を作成するなど普及

を促す。 

 



政府が 15 年に策定した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」では認知症の人との

共生を掲げ、当事者や家族、地域住民が交流する場の「認知症カフェ」などの普及につながっ

た。後継となる大綱は、5 月の素案では「予防と共生」の順番だったが、予防の数値目標に対

する批判を受けて「共生と予防」に入れ替えた。 

 

共生のために認知症の人本人からの発信の機会も増やす。「認知症本人大使」を創設するなどし、

地域で暮らす当事者とともに認知症の啓発に力を入れる。 

 

さらに共生を広げる新たな施策として、鉄道やバスなど一定の規模以上の公共交通事業者に対

し、認知症の人を含む高齢者などへの対応や研修のあり方を含む計画の作成と取り組み状況の

報告・公表を義務付ける。 

 

安全運転の支援システムを搭載した自動車に限定して高齢者の運転を認める新制度の検討も進

んでおり、大綱では年度内に同制度の方向性を決めると記載した。 

 

成年後見制度の利用を促進するために、21 年度までに、家庭裁判所など関係機関同士の調整役

を担う「中核機関」を全市区町村に新設する。18 年 10 月時点で全体の 4.5%の 79 自治体にと

どまっており、来年度の予算編成で中核機関の設置を支援する具体策を盛り込む。 

                                    以上 


